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○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項

の
表
ネ
オ
ン
工
事
の
項
下
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ
ン
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る

か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
の
内
容
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ
ン
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
の
内

容
等

（
試
験
の
方
法
）

第
一
条

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の

二
第
一
項
の
表
ネ
オ
ン
工
事
の
項
下
欄
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ
ン
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
（
以
下
「
ネ
オ
ン
工
事
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
筆
記
試
験
及
び
技
能
試

験
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

（
筆
記
試
験
）

第
二
条

筆
記
試
験
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
当
該
科
目
の
範
囲
は
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
範
囲
と
す
る
。

科

目

範

囲
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電
気
に
関
す
る
基
礎
理
論

一

電
流
、
電
圧
、
電
力
及
び
電
気
抵
抗

二

導
体
及
び
絶
縁
体

三

交
流
電
気
の
基
礎
理
論

四

電
気
回
路
の
計
算

配
電
理
論
及
び
配
線
設
計

一

看
板
体
の
設
計

二

一
次
側
配
線

三

二
次
側
配
線

四

避
雷
針

配
線
図

配
線
図
の
表
示
事
項
及
び
表
示
方
法

ネ
オ
ン
工
事
用
の
材
料
及
び
工
具

一

ネ
オ
ン
管
及
び
管
球
類
の
性
能
及
び
用
途

二

ネ
オ
ン
工
事
用
の
材
料
の
材
質
及
び
用
途

三

ネ
オ
ン
工
事
用
の
工
具
の
用
途

四

ネ
オ
ン
変
圧
器
及
び
開
閉
器
類
の
設
計
、
維
持
及
び
運
用

ネ
オ
ン
工
事
の
施
工
方
法

一

配
線
工
事
の
方
法
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二

ネ
オ
ン
変
圧
器
、
ネ
オ
ン
管
及
び
ネ
オ
ン
電
線
類
の
取
付
方
法

三

接
地
工
事
の
方
法

ネ
オ
ン
工
事
に
係
る
検
査
方
法

一

点
検
の
方
法

二

絶
縁
抵
抗
測
定
の
方
法

三

接
地
抵
抗
測
定
の
方
法

四

試
験
用
器
具
の
性
能
及
び
使
用
方
法

自
家
用
電
気
工
作
物
に
関
す
る
法
令

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
、
電
気
工
事

士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
及
び
規
則
並
び

に
そ
の
他
関
係
法
令

２

筆
記
試
験
の
合
格
基
準
は
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
技
能
試
験
）

第
三
条

技
能
試
験
は
、
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
工
事
の
う
ち
ネ
オ
ン
用
と
し
て
設
置
さ
れ
る
分
電
盤
、
主
開
閉
器
（
電

源
側
と
電
線
と
の
接
続
部
分
を
除
く
。
）
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
、
点
滅
器
、
ネ
オ
ン
変
圧
器
、
ネ
オ
ン
管
及
び
こ
れ
ら
の
附

属
設
備
を
設
置
す
る
工
事
又
は
変
更
す
る
工
事
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

技
能
試
験
の
採
点
は
、
減
点
式
採
点
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
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で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
試
験
員
の
要
件
）

第
四
条

ネ
オ
ン
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
に
関
す
る
事
務
（
次
項
の
事

務
を
除
く
。
）
を
行
う
試
験
員
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関

す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
助
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
者

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
員
の
職
に
あ
り
、
又

は
あ
っ
た
者

三

教
育
職
員
免
許
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
教
諭
一
級
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は

あ
っ
た
者

四

電
気
工
作
物
検
査
官
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
者

五

特
種
電
気
工
事
資
格
者
の
う
ち
ネ
オ
ン
工
事
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ネ
オ
ン
工
事
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

六

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又

は
同
項
第
二
号
の
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
十

年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

七

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
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門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
、
か
つ
、
ネ
オ
ン
工
事
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

八

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者

２

ネ
オ
ン
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
能
試

験
に
係
る
技
能
の
判
定
に
関
す
る
事
務
を
行
う
試
験
員
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る

。一

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

二

特
種
電
気
工
事
資
格
者
の
う
ち
ネ
オ
ン
工
事
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ネ
オ
ン
工
事
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三

電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
同
項
第
二
号
の
第
二
種
電
気
主
任
技

術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
電
気
技
術
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

四

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
大
学
令
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門

学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
、
か
つ
、
ネ
オ
ン
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
も
の

五

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
八
条
に
よ
る
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職

種
が
電
気
工
事
科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
者
（
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
免
許
職
種
が
電
気
科

の
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
て
い
る
者
及
び
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受

け
た
と
み
な
さ
れ
た
者
（
免
許
職
種
が
電
工
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
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六

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者

（
合
格
証
等
）

第
五
条

ネ
オ
ン
工
事
試
験
を
行
う
者
は
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
様
式
に
よ
る
ネ
オ
ン
工
事
試
験
合
格
証
及
び

当
該
試
験
が
こ
の
告
示
で
定
め
る
内
容
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式

ネ
オ
ン
工
事
試
験
合
格
証

ふ
り
が
な

生
年

年
月

日
生

受
験
者
氏
名

月
日

（

）

現
住

所
Ｔ
Ｅ
Ｌ

（

）

他
に
連
絡
先
が
あ

名
称

Ｔ
Ｅ
Ｌ

る
場
合
は
そ
の
名

称
及
び
所
在
地

所
在
地

上
記
の
者
は
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
第
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ
ン
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す

､

｡
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す

年
月

日

（

）

所
在
地

〒
Ｔ
Ｅ
Ｌ

証
明
者

氏
名
又
は
名
称

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

印

（

）

､
｡

備
考

１
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

２
氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
場
合
に
お
い
て
署
名
は
必
ず
ネ
オ
ン
工
事
試
験
を
行
う
者

法
人

､
､

｡
､

（

）

｡
に
あ
っ
て
は
代
表
者

が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
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附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


